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我
が
国
の
調
査
捕
鯨
活
動
へ
の
妨
害
行
為
に
対
す
る
政
府
の
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
際
捕
鯨
取
締
条
約
に
よ
り
国
際
捕
鯨
委
員
会
（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
加
盟
国
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
に
基
づ
い
て
我
が
国
が
行
っ

て
い
る
調
査
捕
鯨
活
動
（
以
下
、
「
調
査
捕
鯨
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
米
国
の
環
境
保
護
団
体
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
等
の
反

捕
鯨
団
体
（
以
下
、
「
反
捕
鯨
団
体
」
と
い
う
。
）
が
暴
力
的
な
妨
害
行
為
を
行
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
こ
れ

ま
で
我
が
国
の
捕
鯨
船
内
の
み
で
可
能
で
あ
っ
た
、
暴
力
行
為
を
行
っ
た
活
動
家
の
身
柄
拘
束
を
、
他
国
船
籍
の
抗
議
船
に
乗

り
込
ん
で
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
新
法
（
以
下
、
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
制
定
等
、
法
整
備
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

昨
年
三
月
、
南
極
海
で
「
調
査
捕
鯨
」
を
行
っ
て
い
た
第
二
勇
新
丸
と
日
新
丸
に
許
可
な
く
乗
り
込
み
、
「
調
査
捕
鯨
」

の
停
止
を
訴
え
、
デ
ッ
キ
に
薬
品
を
ま
く
、
薬
品
の
入
っ
た
瓶
を
投
げ
込
む
な
ど
の
危
険
行
為
を
働
く
と
い
う
事
件
が
起
き

て
い
る
。
右
の
事
件
に
つ
い
て
、
同
月
十
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
三
九
号
）
で
は

「
御
指
摘
の
『
事
件
』
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
捜
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、
捜

査
の
具
体
的
内
容
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
」
、
「
御
指
摘
の
『
事
件
二
』
に
つ
い
て
も
、
所
要

の
捜
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
対
す
る
政

一



府
の
捜
査
は
、
現
在
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

昨
年
三
月
、
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
の
活
動
家
が
在
英
国
日
本
国
大
使
館
に
乱
入
し
、
「
調
査
捕
鯨
」
を
止
め
る
様
求
め
る

横
断
幕
を
掲
げ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。
右
の
事
件
に
つ
い
て
、
同
月
十
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書

（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
五
八
号
）
で
は
「
大
使
館
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約

（
昭
和
三
十
九
年
条
約
第
十
四
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
、
接
受
国
が
公
館
を
保
護
す
る
た
め
な
ど
に
適
当
な
す

べ
て
の
措
置
を
執
る
特
別
な
責
務
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
在
英
国
日
本
国
大
使
館
か
ら
英
国
警
視
庁
に
対
し

て
、
同
大
使
館
に
対
す
る
警
備
強
化
に
つ
き
申
入
れ
を
行
う
と
と
も
に
、
同
大
使
館
は
警
備
体
制
の
強
化
を
行
っ
て
い

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
在
英
国
日
本
国
大
使
館
に
乱
入
し
た
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
の
活
動
家
の
身
柄

は
、
そ
の
後
ど
の
様
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

過
去
五
年
間
、
「
反
捕
鯨
団
体
」
に
よ
る
我
が
国
の
「
調
査
捕
鯨
」
に
対
す
る
妨
害
行
為
は
何
件
起
き
て
い
る
か
。

四

三
の
「
反
捕
鯨
団
体
」
に
よ
る
「
調
査
捕
鯨
」
に
対
す
る
妨
害
行
為
に
対
し
て
、
政
府
と
し
て
ど
の
様
な
対
応
を
と
っ
て

き
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

四
の
政
府
の
対
応
は
、
同
様
の
妨
害
行
為
を
抑
止
す
る
上
で
十
分
な
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
政
府
の
見
解
如

二



何
。

六

三
の
「
反
捕
鯨
団
体
」
に
よ
る
「
調
査
捕
鯨
」
に
対
す
る
妨
害
行
為
に
つ
き
、
そ
れ
を
実
行
し
た
活
動
家
で
政
府
が
逮
捕

し
た
者
は
何
名
い
る
か
。

七

今
回
政
府
は
、
「
新
法
」
の
制
定
を
検
討
し
て
い
る
と
思
料
す
る
が
、
右
の
検
討
は
い
つ
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
か
説
明

さ
れ
た
い
。

八

政
府
と
し
て
、
一
と
二
の
事
件
が
起
き
た
段
階
で
、
速
や
か
に
「
新
法
」
の
制
定
を
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の

か
。

九

「
新
法
」
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
本
年
三
月
十
三
日
、
政
府
が
国
会
に
提
出
し
た
「
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊

行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
「
海
賊
対
処
法
案
」
と
い
う
。
）
の
中
に
、
「
調
査
捕
鯨
」
に
対
す
る
妨
害

行
為
も
そ
の
対
象
に
含
め
る
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
と
承
知
す
る
が
、
右
に
つ
い
て
政
府
に
お
い
て
何
ら
か
の
検
討
を
行
っ

た
か
。

十

本
年
四
月
一
日
付
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
産
経
ニ
ュ
ー
ス
に
は
、
「
公
海
上
で
の
日
本
船
へ
の
暴
力
行
為
に
対
し
て
は
、

三
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
海
賊
対
処
法
案
が
、
同
様
の
権
限
な
ど
を
認
め
て
い
る
。
水
産
庁
は
当
初
、
捕
鯨
妨
害
も
海
賊
行

三



為
と
し
て
法
案
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
内
閣
官
房
な
ど
求
め
て
い
た
が
、
同
意
を
得
ら
れ
ず
、
実
質
的
に
対
象
外
と
さ
れ

た
。
」
と
あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。

十
一

十
が
事
実
な
ら
ば
、
内
閣
官
房
と
し
て
「
海
賊
対
処
法
案
」
の
対
象
に
「
調
査
捕
鯨
」
へ
の
妨
害
活
動
を
含
め
る
こ
と

に
反
対
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
二

政
府
と
し
て
、
「
新
法
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
現
在
ど
の
様
な
考
え
を
有
し
て
い
る
か
。

十
三

政
府
と
し
て
、
「
新
法
」
を
い
つ
頃
ま
で
に
制
定
さ
せ
る
考
え
で
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


